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令和８年受療行動調査の実施について（通知） 

 

 

受療行動調査（一般統計調査）につきましては、かねてから御高配をいただき、厚

く御礼申し上げます。今般、標記調査を下記のとおり実施いたします。 

本年の調査は、調査員が調査票の配布を行い、患者からの郵送とする従来の提出方

法に加え、政府統計共同利用システムによる電子調査票の提出により回収する方法も

可能とし実施いたしますので、管内の対象医療施設への周知等、調査の実施に遺漏の

ないようお取り計らい願います。 

また、指定都市、中核市、保健所を設置する市（指定都市及び中核市を除く。）及び

特別区の市区長に対しましても、貴職から御連絡くださいますようよろしくお願いい

たします。 

なお、公益社団法人日本医師会長、公益社団法人日本歯科医師会会長、一般社団法

人日本病院会会長及び公益社団法人全日本病院協会会長に対しては、別途協力の依頼

を行い、各団体からご協力いただける旨の回答が得られましたことも、併せて申し添

えます。 

  



 

記 

 

 

１ 調査の目的 

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足

度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の

医療行政の基礎資料を得ることを目的として３年周期で実施する。 

 

２ 調査対象及び客体 

全国の一般病院を利用する患者（外来・入院）を対象として、層化無作為抽出し

た一般病院を利用する患者を調査の客体とする。 

ただし、外来患者については、通常の外来診療時間内に来院した患者を調査の客

体とし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除くこととする。 

なお、調査の対象となる貴都道府県の病院は、別途厚生労働省から都道府県担当

者あて送信する「令和８年受療行動調査 施設名簿」（以下「施設名簿」という。）

のとおりである。 

 

３ 調査の期日 

令和８年 10 月 20 日(火)～22 日(木)の３日間のうち厚生労働省が病院ごとに指

定した１日。（令和８年患者調査の実施日と同一の日） 

 

４ 調査事項 

    次の調査票に掲げる事項とする。 

別紙１ 外来患者票 

別紙２ 入院患者票 

 

５ 調査の方法 

（１）都道府県知事、指定都市、中核市、保健所を設置する市（指定都市及び中核市

を除く。）及び特別区の市区長並びに保健所長が、その管轄区域内の調査を実施

する。 

（２）患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに病院において調査

員が行う。記入は、原則として患者本人の記入方式とするが、記入できない場合

については、家族の方などが補助して記入する。 



（３）調査票は、患者本人が提出用封筒に密封し、郵送で厚生労働省に提出する。 

ただし、郵送提出が困難な場合は、患者の方などに加え、調査員が行うことも

可とする。また、患者は、郵送による提出に代えて、政府統計共同利用システム

による提出も可能とする。 

 

６ 調査の系統 

 

７ 調査票等の提出期限 

（１）調査票は、令和８年 11 月 30 日（月）までに厚生労働省に到着するように患

者等が投函するものとする。 

（２）施設名簿は、必要事項を記載して令和８年 11 月 30 日（月）までに都道府県

から厚生労働省に提出する。 

 

８ その他 

（１）調査の実施に必要な書類は別途送付する。 

（２）受療行動調査に要する経費は、委託費として別途交付する。 

 

郵送・オンライン回収

保健所を設置
する市・特別区

厚生労働省 都道府県 保健所 調査員 患者


